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１ 調査テーマ 

  歯と口腔ケアに関すること 

 

２ 調査目的 

近年の研究により、歯周病などの口腔疾患が体全体の病気に関連していることが明らか

になっている。早期から口腔ケアの習慣化を図ることで住民の健康寿命の延伸、将来医療費

の削減を図ることが期待されるが、 

① 事務事業の無料検診について受診率が低い。 

②「いい歯の表彰式」の出席者が子どもについては少ないことと、子育て世代の保護者 

を含め市民への周知が少ないものと見受けられる。 

という課題があることから、住民意識向上を促し行動変容につながる施策を調査し提言す

ること。 

 

３ 調査概要 

 調査期間：２０２５(令和７)年９月 ～ ２０２６年(令和８)年３月 

調査対象：福祉保健部（一部、教育委員会を含む）、他自治体事例、民間事例 

調査方法： 

（1）執行部への資料請求・聞き取り 

 （2）提言方法について外部知見を収集 

（3）委員会内協議 

 

４ 調査結果 

委員会での調査・研究の過程で、執行部とも課題意識の共有を図ることができ、2026年

度の施政方針に「口腔ケア」が明言され、当初予算において歯科衛生士の任用など歯科保

健事業の拡充がされた。 

本委員会が取り上げた手法(詳細は表１)を一部用いて施策に取り組むこととなり、調査

が一定の成果を上げたと評価する。 

今後は、執行部が行う事務事業を注視し、事業の進捗や成果を判断していく方針とした。

よって、所管事務調査として取り上げていた「歯と口腔ケアに関すること」は令和 8年第

1回定例会をもって終了とする。 
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〈表１〉 

 課題 委員会調査による提言案 執行部の対応 

1 コロナ禍以降の学校

における給食後の歯

磨き指導の停滞 

・小中学校における給食

後の歯磨き指導の推進 

歯科衛生士任用による啓発 

2 口腔ケアについての

意識向上 

・民間企業が実施する意

識向上事業の活用 

3 歯科検診受診を促進

する施策 

・ポイント制度を活用し

た受診勧奨 

・厚生労働省の口腔保健

推進事業の活用 

・ポイント制度を活用した行

動変容促進 

・総合健診への歯科医師派遣 

 

 

 

 

 

５ 調査詳細 

 

番号 調 査 内 容 日 時 

① 所管事務調査「歯と口腔ケアに関すること」 令和 7年 9月 19日 

② 市主催「歯科保健研修会」に参加 令和 7年 11月 8日 

③ 「歯と口腔ケアに関すること」提言内容の抽出 令和 7年 12月 25日 

④ 民間企業による意識向上事業の勉強会（オンライン） 令和 8年 1月 9日 

⑤ ポイント制度を活用した受診勧奨の勉強会 令和 8年 1月 15日 

⑥ 小中学校での歯磨き習慣について現状調査 令和 8年 1月 27日 

⑦ 安芸高田市歯科医師会との意見交換会 令和 8年 2月 20日 

⑧ 口腔ケアの取組とポイント活用について一般質問 令和 8年 3月 5日 

⑨ 令和 8年度の歯科保健事業について【総括】 令和 8年 3月 12日 
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① 所管事務調査「歯と口腔ケアに関すること」  令和 7 年 9 月 19 日 

 

１ 目的  

口腔ケアは予防医療であり、将来の医療費が安くなる傾向があると出てい

るデータがある。医療費の軽減が期待できるとともに、健康寿命を延ばす意

味でも口腔ケアは重要である。今後の政策提言をするために、事務事業の経

過と安芸高田市の歯科疾患状況について確認する。 

 

２ 内容 

執行部への資料請求、聞き取り、質疑応答 

 

３ 結果  

執行部より事務事業の進捗状況と歯科疾患状況について説明を受ける。 

 

 

 節目年齢の歯周疾患検診事業においては、受診率が低い状況が続いており、市

民の認知度向上が課題。事務事業として 20代、30代の節目年齢も追加するなど

受診勧奨をしているが、受診率の低い状態である。告知方法についても十分とは

いえない状況であった。 

 歯科疾患状況については、受診者数の 70％以上が歯肉炎・歯周病治療を行っ

ており、歯周病・歯肉炎の予防を行うことで、歯科に関わる医療費の削減を図る

ことができると考えられる。 
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※2025 年 9月 19日の産業厚生常任委員会所管事務調査報告資料より抜粋 
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  ② 歯科保健研修会参加      令和 7 年 11 月８日      

１ 目的 委員の歯科に関する知識の習得と、専門的な知見から口腔ケアの重要

性を理解する。 

２ 内容 下記、研修会を受講 

標題：「健康長寿のカギはお口にあり！オーラルフレイルを予防しよう」 

講師：広島市立北部医療センター安佐市民病院 歯科・口腔外科 岡本康正氏 

 

健康寿命を延ばすための 3つの柱として「栄養・運動・社会参加」が挙げられ、

そのうち栄養の部分において口腔機能が重要である。オーラルフレイルの対策

として 2つ挙げており、①噛める力を残す（歯を失わない）②お口の機能を保つ

（話す、食べるといった機能）がある。歯を失う原因は歯周病とむし歯であり定

期検診が重要である。昔は「歯が悪くなったら歯科へ」だったが、今は「かかり

つけ歯科で定期的に診てもらう」が大切。 

３ 結果 情報を委員で共有し、口腔ケアの重要性を理解し、今後の提言内容の

抽出に役立てることができた。また、歯科医師会にも委員会の動きを説明し、協

力いただけるという話となった。 
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出典：岡本康正氏の研修資料 

 ③ 提言内容の抽出      令和 7 年 12 月 25 日      

１ 目的 産業厚生常任委員会としてどのような提言を行うことができるか抽

出し次の調査項目を決定する。 

２ 内容 委員からアイデアを出し合う 

３ 結果 

 執行部からの報告資料に基づく課題を解決するために、 

・経済的インセンティブを見直し、歯科検診受診者数を増やす 

・外部知見の活用と講習会の開催する 

・執行部との意見交換の場を設ける 

・実証事業者としてモニターを募集し、医療補助削減効果を検証する 

・子育て世代への啓発を強化し、家庭から習慣づける 

・小学校の給食後の歯磨きについての現状、フッ素塗布について保育所、小学校、

中学校の状況を確認し、必要な施策を行う 

・将来的な医療費削減につながる口腔ケア事業の推進を提案する 

 という意見が出た。これを踏まえて、より理解するために企業の勉強会や調査

を行うこととした。 
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 ④ 民間企業による意識向上事業の勉強会   令和 8 年 1 月 9 日 

１ 目的 民間企業（ライオン株式会社）が実施している口腔ケアの意識向上に

資する事業を理解する。 

２ 内容 口腔ケアに関するセミナーの開催や動画の視聴サービス、簡易スクリ

ーニングキットを用いて口腔内の状況を把握する事業などがあった。 

３ 結果 民間企業が実施する事業は、口腔ケアに対する意識を向上する効果の

高い印象。あわせて、どれくらいのコストがかかるかということも理解できた。 

 

写真：ライオン株式会社様との打合せ(オンライン) 
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出典：ライオン株式会社様資料「オーラルケアについて」 
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 ⑤ 「としポ」を活用した受診勧奨の勉強会  令和 8 年 1 月 15 日 

１ 目的 「としポ」を活用した受診勧奨の仕組みや事例を勉強し、どのように

活かすことができるか理解する。 

２ 内容 健康づくりの習慣化を狙い、歩数をカウントすることでポイントが貯

まることや、検診を受けることでポイントが付与される仕組みについて理解し

た。加盟店は QRコードを設置する必要があることや、ポイント発行時にコスト

が発生するといった運営側の仕組みについても確認した。 

３ 結果 ポイント制度を用いることで、これまで習慣にできていない人にもア

プローチできる可能性があることを知った。ポイントを貯める・使うといったと

ころにスマートフォンの操作の得手不得手が関わるなど、全世代で受診勧奨に

効果があるかは難しいことも認識した。 
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出典：フェリカポケットマーケティング株式会社様資料「としポの社会的役割」 

 ⑥ 小中学校での歯磨き習慣について現状調査  令和 8 年 1 月 27 日 

１ 目的 小中学生が学校で実施している歯磨きの状況と、歯科疾患を理解する 

２ 内容 執行部へ聞き取りを行い、各学校でどのように実施しているか確認し

た。 

３ 結果 コロナ以降必須としていない状況。学校によって対応が分かれた。高

宮中学校は給食後の歯磨きを 7割実施しているなど高い実施率の学校もあった。

保育園・幼稚園ではフッ素塗布を実施している子どもは多く、予防の一つとして

意識している子育て世帯は多いことがわかった。学校ごとに対応が分かれてい

ることについては、市として方針を出すことができないかなどを含めて一般質

問等で確認することとした。 
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 ⑦ 安芸高田市歯科医師会との意見交換会      令和 8 年 2 月 20 日 

１ 目的 これまで調査した内容を踏まえ、歯科医師会との意見交換を行うこと

で現状の認識を深め、必要な提言内容を精査すること。 

 

２ 内容 安芸高田市歯科医師会会長をはじめ、3 名の歯科医をお招きし、口腔

ケアの重要性と現在の取り組みついてご説明いただいた後、意見交換を行った。 

 

３ 結果 新年度(R8)、集団特定健康診査の会場の一部において歯科検診が行え

るよう調整が行われており、歯科医師会として前向きに対応されていることが

わかった。厚生労働省の口腔保健推進事業にある、「特定検診と連携した簡易ス

クリーニング検査」の活用について、意見交換を行ったところ、一定の有用性に

ついては認められるものの、まずは特定健診での歯科検診の実施を優先的に対

応したい意向が確認された。 

 

 

 

 

 ⑧   口腔ケアの取組とポイント活用について一般質問  令和 8 年 3 月 5 日 

１ 目的  

 政策提言となり得るポイント 3 点（A.学校での歯磨き指導 B.意識向上 C.

歯科検診の受診勧奨）について、執行部の現状認識と今後の対応について確認し、

提言内容を精査すること 

 

２ 内容  

 委員会を代表し、佐々木智之委員・熊高慎二委員が質問を行った。 

↓各委員の一般質問議事録 
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３ 結果  

 Aについて、コロナ以降指導ができていなかった時期があり、現在学校ごとに

ばらつきがある、という認識が示され、歯科医師会、歯科衛生士などと連携し指

導していきたい旨の答弁を得た。 

 Bについて、既存の各種保険事業やイベントでの啓発に加え、新年度(R8)登用

する歯科衛生士を健康教室等に派遣する計画が示された。 

 Cについて、新年度(R8)より総合健診にて歯科検診を実施すること。ポイント

（LINE）を活用した健康チャレンジ事業（受診勧奨）に取り組むこと。簡易スク

リーニング検査は歯科医師会との意見交換をしながら検討すること。という方

向性が示された。 

 

 

 

 ⑨ 令和 8 年度の歯科保健事業について【総括】 令和 8 年 3 月 12 日 

１ 目的 

 ⑧の一般質問で得た回答により、政策提言の内容について精査すること 

２ 内容 

 一般質問の答弁を確認した後、今後の政策提言について議論を行った。 

３ 結果 

 報告書 1ページ記載の「４ 調査結果」の通り、本委員会で調査した課題につ

いては新年度(R8)の歯科保健事業で対応がなされることを確認した。提言案が

事業化されたことから、政策提言を前提とした本調査は終了することとした。今

後は、期待される健康寿命の延伸、将来医療費の削減につながるよう、事業の執

行状況を注視し、適宜、調査・提言などを実施したい。 

 


